
椿の郷 ヘルパーステーション 料金表 

 

訪問介護（１回につき） 

身体介護 

サービス提供時間 利用料 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

２０分未満 １，６７０円 １６７円 ３３４円 ５０１円 

２０分以上３０分未満 ２，５００円 ２５０円 ５００円 ７５０円 

３０分以上１時間未満 ３，９６０円 ３９６円 ７９２円 １，１８８円 

１時間以上 ５，７９０円 ５７９円 １，１５８円 １，７３７円 

（加算）３０分増すごとに ８４０円 ８４円 １６８円 ２５２円 

 

生活援助 

サービス提供時間 利用料 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

２０分以上４５分未満 １，８３０円 １８３円 ３６６円 ５４９円 

４５分以上 ２，２５０円 ２２５円 ４５０円 ６７５円 

身体介護

に引き続

き実施す

る場合 

２０分以上４５分

未満 
６７０円 ６７円 １３４円 ２０１円 

４５分以上７０分

未満 
１，３４０円 １３４円 ２６８円 ４０２円 

７０分以上 ２，０１０円 ２０１円 ４０２円 ６０３円 

※ 【サービス提供時間】は、実際に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問介護計画に定めら

れた時間数です。 

※ 計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の

変更援助を行うとともに、訪問介護計画の見直しを行います。 

※ 通常のサービス提供時間帯（午前８時から午後６時）以外の時間帯にサービスの提供を行う場合には、

夜間（午後６時から午後１０時まで）・早朝（午前６時から午前８時まで）が２５％、深夜（午後１

０時から午前６時まで）が５０％の割増料金が加算されます。 

※ 割増料金は介護保険給付の対象になります。 

※ 利用者の心身の状況により、１人の訪問介護員によるサービスが困難であると場合で、利用者の同意

を得て２人の訪問介護員によるサービス提供を行った場合は、通常料金の２倍の料金をいただきます。 

※ 初回加算（サービス提供責任者が自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員と同行した場合）月額

２００円加算されます。 

※ 毎月の介護保険自己負担額合計金額の１３．７％の介護職員処遇改善加算をいただきます。 

※ 毎月の介護保険自己負担額合計金額の３％の特定事業所加算（Ⅴ）をいただきます。 

※ 毎月の介護保険自己負担額合計金額の２．４％のﾍベースアップ等支援加算をいただきます。 



 

介護予防訪問介護 ・ 日常生活支援総合事業の訪問型サービス費 （１月につき） 

区分 利用料 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

Ⅰ（おおむね週１回） １１，７６０円 １，１７６円 ２，３５２円 ３，５２８円 

Ⅱ（おおむね週２回） ２３，４９０円 ２，３４９円 ４，６９８円 ７，０４７円 

Ⅲ（おおむね週３回） ３７，２７０円 ３，７２７円 ７，４５４円 １１，１８１円 

※ 利用料は月ごとの定額料金になっています 

※ 毎月の介護保険自己負担額合計金額の１３．７％の介護職員処遇改善加算をいただきます。 

※ 毎月の介護保険自己負担額合計金額の２．４％のベースアップ等支援加算をいただきます。 

※ 以下に該当する場合は日割り計算を行います 

・月途中に要介護から要支援に変更した場合 

・月途中に要支援から要介護に変更した場合 

・月途中で要支援区分が変更した場合 

・転居によりサービス提供事業所を変更した場合 

 

区分 １割負担額 ２割負担額 ３割負担額 

Ⅰ（おおむね週１回） ３９円 ７８円 １１７円 

Ⅱ（おおむね週２回） ７８円 １５６円 ２３４円 

Ⅲ（おおむね週３回） １２４円 ２４８円 ３７２円 

 


